
 
花巻市監査委員告示第４号 

 

 地方自治法第 199条第４項の規定により実施した定期監査の結果について、同条

第９項の規定により下記のとおり公表する。 

 

 平成 28年３月 17日 

 

花巻市監査委員  中 村 初 彦 

同     戸 來 喜美雄 

 

記 

１ 監査委員意見 

 平成 27年度第５回定期監査として、平成 27年度の財務事務について監査した結

果、次のとおり意見を述べる。 

２ 監査を実施した課（機関） 

(1)石鳥谷総合支所（地域振興課、地域支援室、市民サービス課、石鳥谷生涯学習

会館） 

【監査日：平成 28年２月 17日】 

注意事項あり。 

(2)大迫総合支所（地域振興課、地域支援室、市民サービス課） 

【監査日：平成 28年２月 17日】 

おおむね適正である。 

(3)東和総合支所（地域振興課、地域支援室、市民サービス課） 

【監査日：平成 28年２月 17日】 

おおむね適正である。 

(4)健康福祉部地域福祉課 

【監査日：平成 28年２月 18日】 

おおむね適正である。 

(5)健康福祉部障がい福祉課 

【監査日：平成 28年２月 18日】 

おおむね適正である。 

(6)監査委員事務局 

【監査日：平成 28年２月 18日】 

おおむね適正である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

石鳥谷
総合支所
地域振興課

　農地証明手数料の収入遅延があっ
た。
　このようなことのないよう、適切
な事務処理に努められたい。

監査結果に基づき講じた措置監査結果（指摘事項等の内容）

　河川の洗掘業務、河床補修業務委
託契約において、一括発注が可能と
思われる事案があった。
　このようなことのないよう、適切
な事務処理に努められたい。
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